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令和７年度南高江地区電線共同溝に伴う連系引込外工事（電力系）

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本河川国道事務所長
福井　貴規
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

令和　７年　４月２１日

九州電力送配電（株）熊本支社

¥３９，９０５，２４１－

¥０－

別紙のとおり



随 意 契 約 理 由 書

１．件 名：令和７年度南高江地区電線共同溝に伴う連系引込外工事（電力系）

２．履行場所：熊本市南区近見７丁目地先
（南高江地区電線共同溝１・２・２－３工区）

３．随意契約の相手方： 名称 九州電力送配電株式会社
熊本支社長 井手 利浩

住所 熊本市上水前寺１丁目６番３６号
電話 ０９６－３８６－２２００

４．随意契約適用法令：会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

５．当該工事の目的・内容及び随意契約に付する理由
１）当該工事の目的

電線共同溝は、「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」に基づき、電線の
設置及び管理を行う２者以上の電線を収容するために道路管理者が道路の地
下に設ける施設であり、当該工事は、民地への通信線の引込及び周辺地域の架
空線等との電線の接続のための管路を設けるものである。
２）当該工事の内容

当該工事は、電力線管理者が道路区域外で行う引込設備及び連系設備の設
置と一体となって道路区域内の引込管路・連系管路を設置するものである。
３）随意契約に付する理由

本工事は、電線共同溝工事と同時施工するものであり、隣接の民地内の宅内
引込みとの接続及び周辺地域の架空線等との電線の接続するための管理を設
置するものであり、 九州電力送配電株式会社熊本支社が管理する電線に直接
影響するため、電線に関する事故が発生した場合、周辺民家へ被害を与えるこ
ととなり、迅速且つ専門的な対応及び管理・監督が必要となる。

以上のことから、本工事を的確で円滑に履行するためには、一体として行う
べき道路区域外の施工に責任を有し、当該エリアを担当する九州電力送配電株
式会社熊本支社が唯一の契約相手と判断するものである。

このため、本工事は会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号により、九州電力送配電株式会社熊本支社と随意契約を行うも
のである。

（随意契約理由書作成者）
交通対策課長


